
　2020年は、新型コロナウイルスの感染が拡大し、日本も世界も大きな苦境に陥っています。9月1
日現在の日本の感染者数は69,147人、死亡者数は1,295人です。世界での感染者数は約2,580万
人、死亡者数は約85,9万人です。
　4月11日から公民館の貸館業務が休止され、一宮市公民館事業による行事・各種学習講座の実施が
9月まで見合わせとなりました。
　毎年実施していた町民運動会、夏の盆踊りが中止になりました。また、公民館が利用できないた
め、公民館主催の講座や地元のクラブ活動も休止しました。打ち合わせをしようにも喫茶店での会議
もできなくなりました。一時は隣の県に行くことさえもためらう状況となりました。
　そして、5月25日に新型コロナウイルスの感染症緊急事態の解除宣言が行われ、6月1日からは公
民館の一般使用団体への貸出しが始まりました。3密を避けるため、通常の50％の定員で利用してい
ます。なお、公民館事業の講座等は10月から始
まります。
　利用に当たっては、マスクの着用、手洗い消
毒、十分な換気、身体的距離の確保を行っていま
す。8月末現在では新型コロナ禍の前に比べ、利
用が7割程度まで戻りました。
　今後も感染が拡大したり、縮小したりを繰り返
すことが予想されます。なにかと失敗もあります
が、日本の医療水準や公衆衛生はそれなりに優れ
ています。慌てず、冷静に自分の生活を守る必要
があります。元気を出しましょう！

コロナ禍と地域社会（公民館）
感染拡大に注意しつつ日常生活を守る

　いつも私たちの記事を読んでいただいて、温かいご声援で後押しをしていただきありがとうござ
います。
　新型コロナウイルス感染防止の観点から、社会が活動自粛の空気に満ちています。そんな中、ボラ
ンティア活動を行いたくてもなかなか思うように活動できない方々も多いかと思います。
　かくいう我々取材させていただく側も、ほとんどの団体が活動を休止している状況で、いつも通り
の取材を行うわけにはいかず、新型コロナウイルス感染症拡大による社会の変化を肌で感じている
次第です。
　今、我々一人一人ができることは、県や市などで発表される感染症対策のルールをしっかり守り、一
日も早く終息へ向かうように心がけることだと思います。
　この感染症の流行が終息して、また以前のようにボランティアの皆様の活動や、ハツラツとした皆
様の笑顔が戻り、紙面を賑わす日が早く来ることを願っております。

ボランティア活動に参加されている皆様へ

一宮市神山公民館
新型コロナウィルス感染症対策実施中
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●担当編集ボランティア／日置雅夫・岩下茂子

卓球
　 卓球は一般とほぼ同じ方式で行われます。使用する道
具も同じものです。障害に応じたクラス分けがあり、杖
で体を支える、車いすに乗る、ラケットを固定してボー
ルを打つなど参加の仕方は様々です。「杖が台に触れては
ならない」や「車いすに乗る人は脚を床につけてはならな
い」といったクラスごとのルールがあります。
　また、別種として聴覚障害のある選手が行うものや、鈴が鳴るボールをネットの下を通し
て打ちあう「サウンドテーブルテニス」などもあり、幅広い人が参加できるのが特徴です。

障害者スポーツの紹介

日常生活自立支援事業をご存知ですか？

認知症や知的障害、精神障害があり、日常生活に不安を抱える方のために、下記のようなお手伝いができます。
支援内容 利用料

★福祉サービス利用のお手伝いをします
・福祉サービスの利用に関する相談・情報提供
・福祉サービスの利用料の支払い手続き
★日常的なお金の出し入れをお手伝いします
・年金、福祉手当の受領に必要な手続き
・病院への医療費、税金、社会保険料、公共料金等の支払い手続き
・生活に必要な預貯金の出し入れ等の手続き

★大切な書類等をお預かりします
・銀行の貸金庫で通帳や証書等の大切な書類を保管します
※書類預かりのみのサービスは利用できません

ⓒX-1

【問合せ】本部 日常生活自立支援事業担当（℡８５－７０２４）

１回１，２００円
＊生活保護受給者は無料

月額２５０円

福祉サービスを
利用したいけれ
ど、どこへ相談し
たらいいの？

もの忘れが多く、通
帳や印鑑、大事な書
類などをよくなくし
てしまい困っている。

市役所から書類
が来ても手続き
の仕方が分から
ない。

お金のやりくり
がうまくできず、
いつも支払いが
滞ってしまう…。

第１１回「バスや飛行機に乗るときは」
　車いすのままバスに乗るときは、電車と同様に乗車口にスロープを渡してもらいます。
乗車場所は基本的に専用のスペースです。乗った後は前も後ろもベルトで固定してもらいますが、かなり揺
れることもあるため、なるべく手すりを持つようにしています。降車ボタンが手の届く範囲にあり、とても便
利です。
　また、飛行機を利用する際は、まず受付で車いすを荷物として預け、専用の機内用車いすを借ります。普
段のものでは通路が狭く、機内を通れないためです。介助をいただくときは押すのではなく後ろから引いて
もらいます。搭乗前のチェックは、係の方が身体に触れて安全を確認してくださることもあります。はじめは
戸惑いましたが、確実な対応でありがたいと感じました。（小鹿）

車いす
使用の
職員発信

機内用車いす
（画像提供：ANA）
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